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○
総
務
省
告
示
第

号

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
四
十
六

条
の
七
第
一
項
並
び
に
無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第
六
十
五
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
高
周
波
利
用
設
備
の
技
術
基
準
の
特
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

な
お
、
平
成
二
十
七
年
総
務
省
告
示
第
二
百
七
号
（
通
信
設
備
以
外
の
高
周
波
利
用
設
備
の
電
源
端
子
に
お
け
る
妨

害
波
電
圧
並
び
に
利
用
周
波
数
に
よ
る
発
射
及
び
不
要
発
射
に
よ
る
磁
界
強
度
又
は
電
界
強
度
の
最
大
許
容
値
の
特
例

を
定
め
る
件
）
は
廃
止
す
る
。

令
和

年

月

日

総
務
大
臣

林

芳
正

一

次
に
掲
げ
る
周
波
数
帯
内
に
お
い
て
は
、
通
信
設
備
以
外
の
設
備
の
交
流
電
源
端
子
に
お
け
る
妨
害
波
電
圧
、
有

線
通
信
端
子
に
お
け
る
妨
害
波
電
圧
又
は
妨
害
波
電
流
並
び
に
利
用
周
波
数
に
よ
る
発
射
及
び
不
要
発
射
に
よ
る
磁

界
強
度
又
は
電
界
強
度
に
つ
い
て
、
測
定
値
が
許
容
値
を
超
え
た
場
合
で
あ
っ
て
も
許
容
値
以
下
で
あ
る
と
み
な
す

。
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
た
だ
し
、
電
波
法
施
行
規
則
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
第
八
号

⑷

に
お
い
て
は
適
用
し
な
い
。

１

一
三
・
五
六
㎒
（

±
）
六
・
七
八
㎑

２

二
七
・
一
二
㎒
（

±
）
一
六
二
・
七
二
㎑

別紙２－２
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３ 

四
〇
・
六
八
㎒
（

±
）
二
〇
・
三
四
㎑ 

４ 
二
、
四
五
〇
㎒
（

±
）
五
〇
㎒ 

５ 

五
・
八
㎓
（

±
）
七
五
㎒ 

６ 

二
四
・
一
二
五
㎓
（

±
）
一
二
五
㎒ 

二 

通
信
設
備
以
外
の
設
備
の
う
ち
手
術
用
高
周
波
装
置
で
あ
っ
て
、
住
居
用
に
使
用
す
る
目
的
の
建
造
物
に
給
電
す

る
低
電
圧
電
力
系
統
に
直
接
接
続
す
る
施
設
で
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
試
験
場
に
お
い
て
試
験
を
行
う
も
の
の

交
流
電
源
端
子
に
お
け
る
妨
害
波
電
圧
並
び
に
利
用
周
波
数
に
よ
る
発
射
及
び
不
要
発
射
に
よ
る
電
界
強
度
の
技
術

的
条
件
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
周
波
数
帯
内
を
除
き
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

１ 

設
備
の
待
機
状
態
に
お
い
て
、
交
流
電
源
端
子
に
お
け
る
妨
害
波
電
圧
が
設
備
規
則
第
六
十
五
条
第
一
項
第
二

号
⑴
に
示
す
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。 

２ 

設
備
の
待
機
状
態
に
お
い
て
、
三
〇
㎒
以
上
一
㎓
以
下
に
お
け
る
利
用
周
波
数
に
よ
る
発
射
及
び
不
要
発
射
に

よ
る
電
界
強
度
が
同
号
⑷
に
示
す
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。 

３ 

最
高
内
部
周
波
数
が
一
〇
八
㎒
を
超
え
る
設
備
の
場
合
、
設
備
の
待
機
状
態
に
お
い
て
、
一
㎓
以
上
に
お
け
る

利
用
周
波
数
に
よ
る
発
射
及
び
不
要
発
射
に
よ
る
電
界
強
度
が
同
号
⑸
に
示
す
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。 

三 

通
信
設
備
以
外
の
設
備
の
う
ち
手
術
用
高
周
波
装
置
で
あ
っ
て
、
住
居
用
に
使
用
す
る
目
的
の
建
造
物
に
給
電
す

る
低
電
圧
電
力
系
統
に
直
接
接
続
す
る
施
設
以
外
の
施
設
で
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
試
験
場
に
お
い
て
試
験
を
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行
う
も
の
の
交
流
電
源
端
子
に
お
け
る
妨
害
波
電
圧
並
び
に
利
用
周
波
数
に
よ
る
発
射
及
び
不
要
発
射
に
よ
る
電
界

強
度
の
技
術
的
条
件
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
周
波
数
帯
内
を
除
き
、
高
周
波
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
形
式
に
か
か

わ
ら
ず
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

１ 

設
備
の
待
機
状
態
に
お
い
て
、
交
流
電
源
端
子
に
お
け
る
妨
害
波
電
圧
が
設
備
規
則
第
六
十
五
条
第
一
項
第
四

号
⑴
に
示
す
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。 

２ 

設
備
の
待
機
状
態
に
お
い
て
、
三
〇
㎒
以
上
一
㎓
以
下
に
お
け
る
利
用
周
波
数
に
よ
る
発
射
及
び
不
要
発
射
に

よ
る
電
界
強
度
が
同
号
⑷
示
す
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。 

３ 

最
高
内
部
周
波
数
が
一
〇
八
㎒
を
超
え
る
設
備
の
場
合
、
設
備
の
待
機
状
態
に
お
い
て
、
一
㎓
以
上
に
お
け
る

利
用
周
波
数
に
よ
る
発
射
及
び
不
要
発
射
に
よ
る
電
界
強
度
が
同
号
⑸
に
示
す
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。 

四 

通
信
設
備
以
外
の
設
備
の
う
ち
マ
イ
ク
ロ
波
発
振
Ｕ
Ｖ
照
射
装
置
で
あ
っ
て
、
住
居
用
に
使
用
す
る
目
的
の
建
造

物
に
給
電
す
る
低
電
圧
電
力
系
統
に
直
接
接
続
す
る
施
設
で
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
試
験
場
に
お
い
て
試
験
を

行
う
も
の
の
１
㎓
以
上
に
お
け
る
利
用
周
波
数
に
よ
る
発
射
及
び
不
要
発
射
に
よ
る
電
界
強
度
の
技
術
的
条
件
は
、

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
周
波
数
帯
内
を
除
き
、
無
線
設
備
規
則
第
六
十
五
条
第
項
第
一
号
⑹
㈠
の
と
お
り
と
す
る
。 

五 

通
信
設
備
以
外
の
設
備
の
う
ち
マ
イ
ク
ロ
波
発
振
Ｕ
Ｖ
照
射
装
置
で
あ
っ
て
、
住
居
用
に
使
用
す
る
目
的
の
建
造

物
に
給
電
す
る
低
電
圧
電
力
系
統
に
直
接
接
続
す
る
施
設
以
外
の
施
設
で
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
試
験
場
に
お

い
て
試
験
を
行
う
も
の
の
１
㎓
以
上
の
利
用
周
波
数
に
よ
る
発
射
及
び
不
要
発
射
に
よ
る
電
界
強
度
の
技
術
的
条
件
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は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
周
波
数
帯
内
を
除
き
、
同
項
第
三
号
⑹
㈠
に
示
す
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。 

六 

通
信
設
備
以
外
の
設
備
の
う
ち
間
欠
動
作
す
る
Ｘ
線
診
断
装
置
で
あ
っ
て
、
試
験
場
に
お
い
て
試
験
を
行
う
も
の

の
交
流
電
源
端
子
に
お
け
る
妨
害
波
電
圧
の
準
尖
頭
値
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
周
波
数
帯
内
を
除
き
、
測
定
し

た
値
か
ら
二
〇
デ
シ
ベ
ル
を
減
じ
た
値
を
も
っ
て
測
定
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

七 

通
信
設
備
以
外
の
設
備
の
う
ち
非
接
触
電
力
伝
送
装
置
で
あ
っ
て
、
漏
洩
電
界
強
度
の
低
減
技
術
の
検
証
そ
の
他

の
実
験
の
目
的
で
、
一
五
〇
㎑
以
上
四
五
〇
㎑
以
下
の
周
波
数
を
利
用
す
る
も
の
の
利
用
周
波
数
に
よ
る
発
射
に
よ

る
磁
界
強
度
の
最
大
許
容
値
は
、
六
八
・
五
デ
シ
ベ
ル
（
毎
メ
ー
ト
ル
一
マ
イ
ク
ロ
ア
ン
ペ
ア
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す

る
。
）
と
す
る
。 


